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66

利用者は、その時々の状況や要望に応じた柔
軟な支援により、安心して暮らせている
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

65

利用者は、健康管理や医療面、安全面で不安な
く過ごせている
（参考項目：30,31）

63

職員から見て、利用者の家族等はサービスに
おおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

1. ほぼ全ての利用者が

72

4. ほとんどいない

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

64

利用者は、戸外の行きたいところへ出かけてい
る
（参考項目：53）

1. ほぼ全ての利用者が

71

4. ほとんどいない

職員から見て、利用者はサービスにおおむね満
足していると思う

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが

4. ほとんどいない

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

運営推進会議を通して、地域住民や地元の関
係者とのつながりが拡がったり深まり、事業所
の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが 2. 少しずつ増えている

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 職員の１/３くらいが

利用者は、職員が支援することで生き生きした
表情や姿がみられている
（参考項目：40,41）

1. ほぼ全ての利用者が

70

4. ほとんどいない

62
利用者は、一人ひとりのペースで暮らしている
（参考項目：42）

1. ほぼ全ての利用者が

69
3. 利用者の１/３くらいが

61

利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす場面
がある
（参考項目：18,42）

1. 毎日ある

68

4. ほとんどない

4. ほとんど掴んでいない

67
3. 家族の１/３くらいと

通いの場やグループホームに馴染みの人や地
域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある 3. たまに

4. ほとんどない

令和2年3月30日

　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

60

職員は、利用者の思いや願い、暮らし方の意向
を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の 1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの

4. ほとんどできていない

2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの

評価結果市町村受理日令和２年３月２５日 令和2年5月12日

職員は、家族が困っていること、不安なこと、求
めていることをよく聴いており、信頼関係ができ
ている
（参考項目：9,10,19）

石川県金沢市有松2丁目4番32号

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～59で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目

訪問調査日

1  自己評価及び外部評価結果

1791500059

法人名 株式会社　鶴の恩返し

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号
　利用者様の思いを第一に考え何事についても無理強いすることなく、先ずは思いを受け入れ心に寄
り添ったお世話をさせていただいています。ホームを一つの家族と考え利用者様も職員も共に助け合
い思いやりのある日常を過ごしています。ご家族ではなかなか困難で実現できない外出も頻回に取り
入れ刺激のあるメリハリのある毎日を楽しく過ごしていただいています。利用者様一人一人はもちろん
ご家族にも人生の終盤期をここで暮らせて良かったと思っていただけるお世話をさせて頂くというコン
セプトを職員全員で共有し実践しています。

鶴の恩返し　ホーム志賀事業所名

自己評価作成日

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】
　大島町会に加入して、地区のお祭りの神輿や獅子舞を見物したり回覧板や広報を届けてもらってい
る。食材や日用品の購入に、近くのお店やスーパーに出かけたり、行事食の弁当を頼んだり、外食を
楽しみに出かけたりしている。また、利用者が、事業所の周囲を散歩しているときに、声をかけてくれた
近所の人が野菜を届けてきてくれたりという交流もある。
　食事を楽しむ支援としては、利用者がその日に食べたいものを聴いて、サヤ取りやもやしのひげ取り
等、利用者のその日の状態や気分に応じて手伝いながら食事の一連の流れに参加している。天気が
穏やかなときは月に1回程度寿司やラーメン等外食行事に行っている。また、利用者の誕生日の際は
スポンジを買ってきて、利用者と職員でケーキを作りお祝いする。

基本情報リンク先

石川県羽咋郡志賀町大島耕110番地1所在地

株式会社　寺井潔ソーシャルワーカー事務所

所在地

評価機関名

http://www.kaigokensaku.jp/

http://www.kaigokensaku.jp/


自己評価および外部評価結果 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です

次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

　理念は「共に育ち、創り、生きる」と「供与と享
受する」2つの心、「安心、安全、愛情」の3つの
Aにまとめられ、玄関に掲示されている。管理
者は新しい職員が入った時には、オリエンテー
ション時に理念について話している。また、職
員会議や、事故が起こった時や、カンファレン
ス時にも、折に触れて理念について話して、職
員と共有している。

　大島町会に加入して、地区のお祭りの神輿
や獅子舞を見物したり回覧板や広報を届けて
もらっている。食材や日用品の購入に、近くの
お店やスーパーに出かけたり、行事食の弁当
を頼んだり、外食を楽しみに出かけたりしてい
る。また、利用者が、事業所の周囲を散歩して
いるときに、声をかけてくれた近所の人が野菜
を届けてきてくれたりという交流もある。

　家族、区長、民生委員、婦人会長、役場等が
参加して2か月に一度開催している。会議で
は、2か月ごとの活動報告や利用者の近況の
報告、事故報告、今後の予定等について報告
や意見交換が行われている。活動では、回転
ずしやラーメン等の外食や、道の駅や大型
ショッピングセンターへのドライブ等について報
告されている。

　何か不明な点があれば、必ず役場に問い合
わせて、その都度相談にのってもらっている。
先日も利用料が払えなくなってきた利用者の
処遇について相談にのってもらい、解決に協力
してもらっている。また、志賀町介護サービス
事業者連絡会に参加して、役場を交えて、研修
や連絡を取り合っている。

実践状況

外部評価自己評価

実践状況

町内会に加入し、地域行事のお誘いは頂くが参加
はなかなか実現できず、祭礼時の獅子舞招待のみ
の交流である。
月１回の志賀町広報も届けてもらい楽しみに見てい
る。
近隣の学校や保育所を訪ね訪問して頂くようにした
いとは思いつつ実行に至っていない。

自
己

外
部

項　　目

共にいき、共に育つという理念に基き、利用者
個々のニーズに合わせた生活支援に取り組ん
でいる。

介護教室等考えてはいるが実際には毎日の業
務で精一杯で実現するには及んでいない。

会議でいつも出る話題は「怪我のないように!」
ということであり職員も職員会議にて十分な話
し合いを行っている。
地域の行事予定を伝えてもらい参加を目指し
ているが
人手不足等で実現できていない。

志賀町役場の担当者とよい関係を構築しなん
でも相談できる体制になっている。県や町主催
の研修会には出来る限り参加させてもらい繋
がりを持つことで協力関係の構築に心がけて
いる。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介護保険法指定基
準における禁止の対象となる具体的な行為」を正
しく理解しており、玄関の施錠を含めて身体拘束
をしないケアに取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又は改定等の際は、利用者や
家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を行
い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

　苦情解決の仕組みについては、重要事項で
周知されているが、特に苦情は寄せられてい
ない。家族が面会に来た時には、職員は利用
者の近況を伝えるとともに、家族の意見や要望
を聴取している。毎月請求書を送付する時に
は、お便りも同封し、事業所の行事や取り組
み、利用者の最近の様子も伝えている。

　管理者はシフト勤務にも入っているので、会
議や申し送りだけでなく、業務中いつでも職員
の意見や提案を受けている。職員意見は、管
理者を通じて代表者へと伝えられるが、月に数
度は代表者も事業所を訪問しているので、職
員は直接に意見や提案をすることも可能な状
況である。今年度は勤務体制について、職員
から意見が出て、見直しが行われた。

運営基準上求められる、定期的な研
修、3か月に1回以上の検討委員会の
開催が求められます。

　身体拘束等行動制限対応マニュアルには拘
束の具体例、判断基準、実施する場合の手続
き等が示されているが、拘束の事例はない。し
かし、運営基準上の定期的な研修や、検討委
員会の開催については確認できない。建物の
施錠は、夜間防犯上の観点で実施している。
転倒予防目的で、センサーを使用している利
用者は3名いる。

身体拘束は行っていない。夜間は外部侵入者
防止のため日中は利用者様不穏が見られたと
きに施錠させてもらっている。直接の身体拘束
はもちろん、時々発せられてしまう言葉の暴力
であるスピーチロックについてもその場で注意
し考えてもらっている。

機会あるごとに管理者より職員に対して、「利
用者様のすべての言動についてまずは受け入
ていく」という事と「尊厳を持ってお世話させて
いただく」という考え方を徹底させることにより
虐待のない介護を行っている。

利用者の権利を理解し、最大限に活用できる
日常生活自立支援の大切さを職員に伝え実践
している。

契約に関しては、ご本人やご家族の要望、問
題点をしっかりと伺い、それに対応できるサー
ビスサービス内容の説明をし納得いただいて
から契約締結を行っている。

ご家族が遠慮することなく職員に何でも話して
下さるような人間関係の構築に努めている。面
会時や毎月の請求書送付時にはその月のご
利用者の様子を伝え、ご要望を伺い運営に反
映させている。

月に1度の定例会議にて職員の意見を聞き、
管理者会議にて代表者に伝え、適切な提案に
ついては実施している。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

1年に1度職員自己評価表の提出をしてもら
い、それに基づいた面接にて職員一人ひとり
の気持ちを把握し納得のいく職場環境作りに
努めている。

力量のある職員中心に、職員のモチベーション
を高めていくように業務の中で技術指導、教育
を実践している。

羽咋市、志賀町主催の勉強会等に参加し他施
設の職員との交流を持つことで意見交換など
行いサービスの質の向上を図っている。

まず、ご本人の心に寄り添い、受け入れる事で
ご本人が望んでいる事の把握に努め、何でも
話して頂けるような関係の構築に努めている。

新規ご入居時にご家族が不安に思っている事
柄をしっかりと傾聴し、一つ一つ解決しながら
安心して頂ける人間関係を作っている。

サービスを開始した理由となる課題と共に入居
の際の本人と家族の思いや訴えを受け入れ
ホームや職員に対して安心感を待って頂ける
ような対応に努めている。

お世話させて頂いているという大前提の下で、毎日
の生活の中で年長者ゆえに経験し培ってきたことを
教えて頂いたり、食器拭き等のお手伝いをして頂く
事で共に生活している実感を感じていただいてい
る。

困ったことがあれば必ずご家族に連絡し相談
することで一緒に解決し、共に本人を支えてい
くという関係の構築に努めている。毎月の請求
書送付時に、一ヶ月の様子を手紙でお伝えし
ている。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努
めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

　入居前に面接に行き、生活の様子を見聞きし
て入居後にも継続した生活ができるように配慮
している。入居時には使い慣れた家具や生活
用品などをを持ってきてもらっている。入居後
も、墓参りや外食に家族と出かける人もいる
し、家に帰りたいという人には職員が付き添っ
て連れて帰る場合もある。友人が遊びに訪れ
ることもある。

　入居時には一緒にいる時間をなるべく多くと
り、話をよく聞いていると、だんだんわかってく
ることが多い。こちらの考えを押し付けずに、あ
くまでも利用者本位に嫌なことをせず、一対一
の対応を心がけている。一人ひとりのしぐさ
や、行動パターンを把握した、例えば、いつも
座っている人が動き出したらトイレであるとか、
落ち着きがなくなったら帰宅願望であるとか、
気づいたことを職員間で共有して、同じ理解が
できるようにしている。

馴染んだ地域へのドライブや、近くの海岸でのおや
つタイム等を実施することで生まれ育った地域で生
活しているのだという再認識を可能にしている。ご利
用者が同一地域であることからご面会者も顔見知り
の方が多いため良い近所づきあいが出来ている。

地域密着方施設ということで昔からのなじみの
方同士が多く、共通の話題に花が咲き助け合
いの気持ちが生まれ支え合える関係が出来て
いる。スムーズに行かないときには職員が仲
間に加わり関係修復することで解決している。

退去されたご利用者のご家族へのフォローは
特にないが、ご家族からお菓子等を頂いたり、
外でお会いすると快く声をかけて下さり思い出
話や現在の状況などを話し合える関係が出来
ている。
お孫さんのアルバイトの受け入れをした。

「その人の思いの実現」をコンセプトとし心に寄
り添ったお世話をさせて頂くことでその人の思
いを把握し受け入れていけるように努めてい
る。また、日々の記録の中に本人の発した言
葉をそのまま記録し、介護計画に取り入れてい
る。

ご入居前の面談や前担当ケアマネからの報告
や話から生活歴等の把握をし介護計画に取り
入れている。

毎日の状態の変化を観察し現状のケア内容が
適切なものかを確認しながら現状の把握に努
めている。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

　利用者9名中8名が、協力医療機関が主治医
で、残りの1名は従来からのかかりつけ医と
なっている。通院は職員が同行し、最近の様子
を医師に伝え、医師から指示を受けている。他
科受診の場合にも、主治医から紹介状を書い
てもらい、職員が通院介助しているため、事業
所の負担は大きくなっている。

　アセスメントは、職員全員で行い計画作成担
当者が介護計画を作成している。作成した介
護計画は回覧によって職員に周知している。モ
ニタリングは年に一回行い、その時に計画も更
新している。記録は介護記録とバイタルの記録
があり、介護記録はA4用紙一枚に、利用者一
人分の日中の様子と夜間の様子、食事量、入
浴、薬等について記録している。

情報の共有及びケアの統一を図る仕組みとして毎
月の職員定例会議にてご利用者の状態を話し合い
全職員が検討し、支援内容が具体的に明示され本
人の思いが最優先されたケアプランに繋げている。

計画担当者は個別の記録を参考にしながら評
価プラン作成に役立てているが、記録がしにく
かったため職員間で情報を共有できるような新
しい記録用紙に変更しより状態の把握が出来
るようにした。

定期受診はもちろん、急な状態変化にもご家
族の都合に合わせ受診介助をさせていただい
たり、その時々に生まれてくるニーズに合わせ
たサービスを行うことで多機能化に取り組んで
いる。

地域の祭礼の参加や近所飲食店での外食支
援などで日々の暮らしを楽しめるように支援し
ている。

ご入居時にご本人とご家族にホームドクターへの変
更のお願いをし納得いただいている。ホームドクター
は前かかりつけ医からの報告をしっかり受けご利用
者の状態を把握し適切な対応をしてくれている。緊
急時や電話での相談にも快く応じてくれている。必
要時、往診にも対応してくれている。
基本的に職員が受診付き添いを行っている。

月に２回、看護師が対応している。
それまでの利用者の状態や変化を記録しその
都度看護師に伝え、適切な処置や対応方法を
教えてもらい実践している。

ホームドクターは常に入院の便宜を図ってくれ
ている。他病院への入院も含め入院時にはよ
り適切な治療が出来るように情報提供を行っ
ている。定期受診時に病院関係者との良い人
間関係を構築しなんでも相談できるようになっ
ている。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

35 （13） ○緊急時等の対応
けが、転倒、窒息、意識不明、行方不明等の緊急
事態に対応する体制が整備されている

36 （14） ○バックアップ機関の充実
協力医療機関や介護老人福祉施設等のバック
アップ機関との間で、支援体制が確保されている

37 （15） ○夜間及び深夜における勤務体制
夜間及び深夜における勤務体制が、緊急時に対
応したものとなっている

　「転倒予防マニュアル」「行方不明対策マニュ
アル」「交通事故マニュアル」等のマニュアルを
整備し、職員会議で周知している。また、意識
消失等利用者に何かあったらかかりつけ医と
電話相談が出来る体制が整っている。地域の
救急隊とも関係性が築けており、細かいことで
も連絡できる体制が出来ている。

　協力医療機関であるかかりつけ医の内科は
日中夜間問わず連絡可能な体制が取れてお
り、協力歯科医療機関の歯科医も優先的に治
療をしてくれたりボランティアとして来てくれたり
関係が築けている。バックアップ施設の介護老
人福祉施設とはコミュニケーションを密に取り、
ホームへの紹介およびホームからの紹介を
行っている。

　1ユニットのため夜勤職員の配置は1人だが、
5分以内に駆けつけることが出来る職員は5人
いるため、夜間帯に緊急事態が発生しても応
援ができる体制が整っている。また、「(13)緊急
時等の対応」同様、かかりつけ医が夜間対応
可能で、救急隊との協力体制も整っている。

　医療連携加算を算定しているので、入居時に
重度化の指針に基づき、重度化や終末期に向
けた方針について説明している。ただ、現在の
ところ看取りの事例はない。入浴は一般浴しか
ないため、またぎが出来なくなったり、医療依
存度が高くなった場合には他の施設等への移
行について家族と話し合うことになる。その場
合にも、法人の他の施設の利用や、協力医療
機関への入院など継続した支援ができるよう
に配慮している。

入居契約時に終末期に対する会社の方針を伝えて
いる。実際にターミナルケアを実施するような例はな
く、これからの課題だがハード的な設備も含め、整備
し必要時には対応させてもらいたいと考えている。現
状では重度化されたご利用者を鶴の恩返しの他事
業所でお世話させていただいたり、提携病院への入
院が可能な体制になっている。

特別な研修等は受けていないが、実際の現場
で看護師や経験豊富な職員より直接指導を受
けることで知識や実践力を観につけている。

緊急連絡体制が出来ており必要時には全職員
とホームドクターで対応することが可能である。
怪我・転倒マニュアルが整備されている。

ホームドクターとは24時間体制での対応が可
能で緊急時にはいつでも受診に応じてくれてい
る。近くの介護老人福祉施設との支援体制も
確保されている。

夜勤者は1人だが管理者・職員が車で3分以内
の所に居住しており24時間電話対応可能で必
要時には直ぐにホームへ来て協力できている。
ホームドクターも5分以内で行くことができ受け
入れも可能である。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

38 （16） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

39 （17） ○災害対策
災害時の利用者の安全確保のための体制が整備
されている

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　
40 （18） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

41 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

42 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

43 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

　職員や医療、グループ内の他事業所等への
連絡先をリスト化した緊急連絡網が作成されて
いる。備蓄品については、カップラーメンや水、
缶詰等の備蓄はあるが、リスト化されているこ
とは確認できなかった。

　尊厳やプライバシーに配慮が必要な具体的
なケア（訪室の際に同意を取る、身体介助の際
は声掛けしてから行う等）に関しては「介護マ
ニュアル」内にマニュアル化されており、職員
会議や随時の周知を行っている。本人が傷つ
かず、尊厳を大切にする声掛けを心がけてい
る。

　「防災マニュアル」を作成し、火災のほか地
震、風水害の際の対応方法が定められてい
る。消防設備点検は年2回行われており、消防
訓練は年2回、うち1回が夜間想定のもので
あった。運営推進会議の際、水害が起こった場
合の地域での対応が協議されていることが確
認できた。

　備蓄品の中には消費期限や使用期
限が決まっているものもあるため、期
限を含め保管場所、数量等リスト化
し、定期的に点検することが望まれ
る。

緊急連絡網があり緊急時には職員全員が集ま
り安全確保できるようにしている。

年長者としての尊厳を常に念頭に置き、ひとり
ひとりの人格を尊重した言葉がけや対応を心
がけるように職員に徹底している。

心に寄り添う介護の徹底によりホーム側で予
定した行事や日課を強制したり無理強いするこ
とのないように心がけ、提案はするが決定はご
本人に任せている。又、ご本人が希望を言い
出せるような人間関係の構築に努めている。

消防署職員を含めた消防訓練や職員のみの訓練を
行っている。地震・水害についてはマニュアルはある
が訓練はしていない。

一人ひとりの希望にそった支援を心がけ、その
人のペースを大切に考えているが時々職員の
急な欠勤などで入浴日や受診日が変更になっ
てしまうことがある。これからの課題としてなくし
ていきたい。

基本的には好きなものを自分で選んでもらって
いる。出来ない方には、一緒に選ぶようにして
いる。散髪は出張散髪を利用している。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

44 （19） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好み
や力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備
や食事、片付けをしている

45 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に応
じた支援をしている

46 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

47 （20） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

48 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

49 （21） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

　利用者がその日に食べたいものの意向を調
査し、サヤ取りやもやしのひげ取り等、利用者
のその日の状態や気分に応じて手伝いながら
食事の一連の流れに参加している。天気が穏
やかなときは月に1回程度寿司やラーメン等外
食行事に行っている。また、利用者の誕生日
の際はスポンジを買ってきて、利用者と職員で
ケーキを作りお祝いする。

　チェック表として「排泄記録」を使い、その人
その人に合った声掛け等の排泄支援を行って
いる。極力トイレでの排泄を心がけ、オムツの
使用は少なくしている。排泄の失敗があった方
に対しては共感しながらさりげなく自室で交換
している。

　入浴は1日3人を基本に、1人あたり週2回入
浴できるような環境を作っている。お風呂が好
きな方は夏場に多めに入ってもらっている。ま
た、拒否が見られる方に対しては声掛けしてそ
のついでに入浴を勧め、それでも入りそうでな
かったら時間帯や日にちをずらしている。ゆず
湯等季節のお風呂も取り入れ、また、近隣の
道の駅に足湯があり、天気が良いときは利用
している。

利用者の好みや希望を取り入れた献立を毎食
担当職員が考え作っている。苦手なものにつ
いては個別対応している。
近所の飲食店から出前を取ったり、直接回転
すしに行ったりして楽しんでもらっている。お正
月お節料理や季節の行事時にはその都度料
理を楽しんでもらっている。

食事時を含め日に6回180cc計1000ccの水分
補給を実施している。味付けは薄目を心がけ、
減塩の指示のある方には対応している。日に1
度の手作りヨーグルトと牛乳の摂取で便秘予
防をしている。

毎食後、口腔ケア実施している。ご本人の能力
にあわせ歯磨きセットのセッティングのみの方
や声かけ見守りの方、実際に介助の方と区別
し行っている。夜間は義歯洗浄剤使用してい
る。

一人ひとりの排泄パターンを把握しその人に適
したパンツやパットを選択し使用している。排泄
間隔を考慮した上で声かけや誘導を実施する
ことで失禁を軽減し、パット交換頻度も減らし使
用枚数を軽減できるようにしている。

朝食後に手作りのヨーグルトを摂取していただ
いたり10時のティータイムには牛乳をベースに
した飲み物を提供している。入浴時当に腹部
のマッサージを行い腸の動きを活発にしてい
る。

日常的には入浴日を決め入っていただいてい
るが無理強いはせずご本人の意志を尊重して
いる。夏季の発汗や酷い汚染がある時は随時
入浴していただいている。入浴できないときに
は清拭等で清潔保持に努めている。
季節の柚子湯の実施。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

50 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

51 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

52 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

53 （22） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

54 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

55 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

56 （23） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

　共用空間の飾り付けは相撲力士等利用者の
好みに合わせて行われており、他にも毎月1回
川柳を作り、掲示されている。カラオケの時間
が1日2回あり、その際は全員共用スペースに
集まる。また、ホームで犬を飼っており、日中は
共用空間にいるため、ふれ合う姿が見られた。

　月に1回の外食行事や足湯の他、ショッピン
グモールやお寺、お花見や奥能登の祭り、正
月の神社参り等さまざまな場所へ行事外出を
行っている。遠方へ行く際は車椅子対応の車
を使っている。また、かかりつけ医への受診の
際は通院介助を行っている。また、元気な利用
者はホームで飼っている犬の散歩に付き添っ
ている。

昼食後は自然に昼寝タイムになり休まれている。食
事や体操レク時には声かけするがその他の時間は
自由に休息されている。夜間は安眠できるように室
温の調整をしたりその人が眠りやすい状況を支援し
ている。

職員は薬の内容等を理解し、新しく処方された薬に
ついてはその後の様子観察も行っている。誤薬の恐
ろしさも十分に理解しており声を出しての本人確認と
朝昼夜の確認を行い確実に服薬できるまでの見守
りを行っている。薬は薬局が管理行っている。

日めくりカレンダーをめくってくれる人、食器拭
きを仕事にしている人、支払い等に同行してく
れる人等役割を生きがいにされている。歌謡
ショー見学や外食を定期的に行い気分転換を
図っている。

気候の良いときには希望によっての散歩の実
施。おやつタイムをホームの庭や近くの海岸に
出て行う。お弁当を作ってのドライブや気分転
換のドライブなどを日常的に行っている。犬と
の散歩実施。

現在は実施していないが今後の外出時には自
分で決めてお金を払うという支援をして行きた
い。

事前にご家族より許可を頂いており希望時に
はご家族に電話の取次ぎを行っている。ご家
族からの電話があった時も取り次いでいる。手
紙はご家族への暑中見舞いや年賀状を出来る
限り自筆で書いていただいている。

歩行に危険が生じるようなことのないように配
慮した家具配置を心がけ清潔を保持しながら
行事の写真を拡大して貼ったり季節に合った
装飾を施しご利用者に季節を感じていただい
ている。
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次のステップに向けて期待したい内容実践状況

外部評価自己評価

実践状況
自
己

外
部

項　　目

57 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

58 （24） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

59 ○身体機能を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

　管理者は入居時面談で自宅訪問する際、自
宅にできるだけ近い環境で暮らせるよう、馴染
みの物を持ってきてもらうよう声掛けを行って
いる。居室はベッドのみ備え付けで、戸棚やテ
レビ台、ぬいぐるみや掃除用具等、利用者が
普段から使い慣れたものを持ち込んでいる。

ローカやトイレ等には手すりをつけ歩行不安定
な方の転倒のないようにしている。手洗い後の
手拭タオル等は取りやすい位置に置くようにし
ている。

食堂空間とリビング空間が一緒になっているが
皆様上手に使っておられ思い思いにソファーに
移動したり譲り合って利用されている。

ベッド以外はすべて個人持ちで在宅時から使
い慣れたものを持ってきていただき使用しても
らっている。
問題がある時にはご本人やご家族と相談し安
全で快適な居室作りをしている。
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